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さ情審査答申第２５９号 
令 和 ６ 年 １ 月 ２ ３ 日 

 

さいたま市長 清 水 勇 人 様 

 

さいたま市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長  池 上 純 一   

 

答 申 書 

 

令和５年６月２３日付けで貴職から受けた、「さいたま市情報公開・個人情報

保護審査会、特定答申書中、調査審議の経過表中、特定日、実施機関からの意見

聴取及び審議、記録音声記録テープの、開示提供願います。」の不開示決定（以

下「本件処分」という。）に対する審査請求に係る諮問について、次のとおり答

申します。 
 

第１ 審査会の結論 

本件審査請求に係る、令和５年２月１４日付け総総行透第２９６０号により、

さいたま市長（以下「実施機関」という。）が行った本件処分は妥当である。 

 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

本件審査請求の趣旨は、さいたま市情報公開条例（平成１３年さいたま市

条例第１７号。以下「条例」という。）第６条第１項に基づく本件対象行政

情報の開示請求に対し、実施機関が行った本件処分を取り消し、特定答申書

中、特定日の実施機関からの意見聴取及び審議、記録音声記録テープの開示

を求めるものである。 
２ 審査請求の理由 

審査請求人が主張する審査請求の理由は、審査請求書、反論書、口頭意見

陳述によるとおおむね以下のとおりである。 

⑴ 請求者は実施機関の意見聴取、特定日に審査会は調査審議を行ってい

る、音声録音テープの開示求めたが、さいたま市情報公開・個人情報保護

審査会条例第６条第３項により不開示、又同条例第１０条１項に審査請

求人等は、審査会に対し審査会に提出した資料の閲覧、（電磁的記録にあ

っては、）・・・表示した物の閲覧又は写しの交付（以下「資料閲覧等」と

いう。）を求めることができる。請求者は後日に再トラブル防止のため証

明できるものの開示請求するものである。 
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⑵ 弁明書記載事実の認否 

ア 実施機関は水路巾はないと引継書の開示２回本には表はない確認済

だが。 

イ 県立文書館が一般閲覧、開示本には水路巾設計図、その他書面多くあ

り水路巾あり。 

ウ 当審査会が特定日、実施機関の意見陳述聴取録音、音声テープが有益

証明の証。 

⑶ 審査請求人の反論 

ア 請求者が、考える最大の実施機関の証明の証と思っている。 

イ 請求者は当該審査会で特定日、実施機関の意見聴取及び審議の録音

テープあり。 

ウ 審査庁においても質問したが返答なし、水路巾なし、物も提供なし、

ないの返答なし。 

エ 請求者は行政の提供図面に水路あり三角スケルに測定、又別図長サ

の寸法あり計算証明書の提出済み。 

オ 請求人は行政より境界杭７１６を道路側に出てると苦情あり市の要

求により申請立会問題なし確定済み。 

カ 今回調査により道路図の提供物市道Ｆ－３６３号、Ｆ－４１５号境

界確定図又寸法元置に戻している。 

キ 道路図面の水路巾、道路巾、小水路巾の寸法開示求たが不開示決定よ

り請求提出行った。 

ク 審査会の答申水路巾なし妥当、請求人は確定している物を否定され、

ふんがいであり、開示を求めた。 

ケ 道路、用水路、小水路の寸法道路、水路施工時の図面、その他書面の

正本（引継書）は県立文書館にてネット、一般閲覧開示を行っている本

は。昭和４２年土地改良課８８４類名浦和南部・出羽土地改良区１９６

７６号。昭和４８年土地改良課３２６類名浦和南部土地改良区の認可

２７２３８号、２冊あり。 

コ 請求者は本の開示、閲覧の提供はできない、審査庁、審査会の各員の

県立文書館へ閲覧開示へ、行けば問題は解決、水路、道路、小水路寸法

物他、さいたま市の土地改良本にない物多く閲覧、開示又写真も、写し

の提供もあります、是非一度閲覧願ます。 

サ 開示可能となり解決します。請求者も１件落着です。 

 

第３ 実施機関の説明の要旨 

実施機関は、弁明書及び口頭意見陳述において、おおむね以下のように説明

している。 
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１ 本件処分の内容及び理由 

令和５年２月２日付けで審査請求人より「審査会、特定答申書中、調査審

議の経過表中、特定日、実施機関からの意見聴取及び審議、記録音声記録テ

ープ」について、行政情報開示請求書が提出された。 

実施機関では、当該審査会で特定日に行われた実施機関からの意見聴取

及び審議の音声データを特定したが、当該記録は、さいたま市情報公開・個

人情報保護審査会条例（以下「審査会条例」という。）第６条第３項「審査

会の審査の手続は、公開しない」に該当するもので、条例第７条第１号を理

由として不開示とした。 

２ 審査請求人の主張について 

審査請求人は、「審査会条例第１０条１項に審査請求人等は審査会に対し、

審査会に提出した資料の閲覧（電磁的記録にあっては）・・・表示した物の

閲覧又は写しの交付（以下「資料閲覧等」という。）を求めることができる。

請求者は後日に再トラブル防止のため証明できるものの開示請求するもの

である」と主張している。 

⑴  当該審査会は、不開示決定等に対して出された審査請求について、条

例第１９条及びさいたま市個人情報保護条例第３０条に基づき審査す

るために第三者的な救済機関として設置されたものである。公正で市民

から十分に信頼を得るよう、客観的な判断を確保するために不開示決定

等の妥当性について中立的立場から調査審議等を行い、その結果を実施

機関に答申している。その手段としては、インカメラ審理も採用されて

おり、その審議の内容を公開すると不開示情報等が公になるおそれがあ

る。審査会条例第６条第３項で「審査の手続を公開しない」としている

のは、このような審査会の性質のためである。 

審査会において、複数の審査会委員が議論し、適切な結論に導くために

は、自由かつ率直な意見の交換が必要不可欠である。調査審議内容が開示

されることになれば、審査会の審議の過程においてどのような議論や検

討が行われたかが明らかとなり、議論の変遷や個々の委員の意見、見解も

明らかとなることで、個々の委員に働きかけが行われたり、誤解等を回避

するために委員の自由な質疑や発言等が差し控えられるおそれが生じ、

審査会としての意思決定の中立性が不当に損なわれることにもなりかね

ない。 

上記のとおり、審査会の審議に関する音声記録は不開示とすべき情報

であり、審査会条例第６条第３項の規定により開示することができない

とされているため、条例第７条第１号により不開示としたものであり、こ

れら審査請求人の主張を実施機関として到底認めることはできない。 

⑵ また、審査請求人は、審査会条例第１０条第１項の規定を用いて開示の
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妥当性を主張しているが、本条項は、審査請求人、実施機関や参加人、補

佐人などから審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることが

できると規定しているものであり、本件とは無関係である。 

⑶ なお、審査請求人が口頭意見陳述を行う前に実施機関が提示している

注意文書「さいたま市情報公開・個人情報保護審査会における口頭意見陳

述について」には、「本審査会は、さいたま市情報公開・個人情報保護審

査会条例第６条第３項の規定により非公開となりますので、審査会の審

査に係る情報は公開できません。」と記述している。さらに、審査請求人

が本件に係る行政情報開示請求を行う際に記録は存在するが、審査会条

例第６条第３項に該当する内容となるため、審査会条例及び条例の適用

により不開示となる旨を実施機関が説明したところ、不開示決定になる

のは承知しているが、不開示になること自体に納得できないので行政情

報開示請求を行い、審査請求を行うとして本件が出されたものである。 

また、審査請求人が出席した部分の審査会における口頭意見陳述の音

声データについては、別途個人情報開示請求があった際に本人が当然知

っている情報であるとして開示済みである。 

 

第４ 審査会の判断の理由 

１ 本件審査請求について 

本件対象行政情報は、審査請求人が令和５年２月２日に開示請求を行っ

た「さいたま市情報公開・個人情報保護審査会、特定答申書中、調査審議の

経過表中、特定日、実施機関からの意見聴取及び審議、記録音声記録テープ

の、開示提供願います。」である。 

実施機関は、本件開示請求に対して、審査会条例第６条第３項により審査

の手続は公開しないと規定されており、本件対象行政情報は公にすること

ができないとされている情報であるため条例第７条第１号により不開示決

定を行ったところ、審査請求人は、本件開示請求の対象である審査請求の手

続において、審査請求人は図面による証拠を提出したが、実施機関は弁明書、

口頭意見聴取のみで証拠の提出がなかった、後日に再トラブル防止のため

証明できるものの開示請求をするものであるとして本件審査請求を行った

ものである。 

２ 本件処分の当否について 

⑴  審査会は、審査会条例第１条の規定に基づき設置され、不開示決定等

に対する審査請求等に関し、実施機関からの諮問に応じて、中立な第三

者的立場から調査審議を行い、公正かつ客観的な意見を述べる役割を担

っている。審査会の調査審議の過程においては、開示請求の対象となっ

た行政文書を直接見分し、実施機関及び不服申立人の双方から意見を聴
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取するなどしており、その審議の内容を公開することにより、不開示情

報等が公になるおそれがあることから、審査会条例第６条第３項におい

て、審査会における審査の手続を非公開と規定している。 

 本件で特定された実施機関からの意見聴取及び審議の音声データは、

審査会における審査の過程を記録したものであり、審査会条例第６条第

３項で非公開とされている審査の手続に該当し、もって、条例第７条第

１号の不開示情報であることは明らかである。 

⑵  なお、審査請求人は、審査会条例第１０条第１項を、開示が妥当であ

るとする根拠として指摘する。同条項は、審査請求人、実施機関や参加

人、補佐人などから審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求める

ことができると規定しているものであり、審査の手続の公開を求めた本

件審査請求に適用されるものではない。 

３ 以上の次第であるから、本件審査請求には理由がないので、当審査会は前

記第１の結論のとおり答申するものである。 

 
第５ 調査審議の経過 
  当審査会は、本件諮問事案について、次のとおり、調査審議を行った。 

①  令和 ５年 ６月２３日 諮問の受理（諮問第５８９号） 
②  令和 ５年１１月１６日 審議 
③  令和 ６年 １月１８日 審議 

 
さいたま市情報公開・個人情報保護審査会委員 

職   名 氏   名 備   考 
会  長 池 上 純 一 大学名誉教授 
会長職務代理者 柴 田 雅 幸 行政経験者 
委  員 中 澤 和 美 弁護士 
委  員 水 口 匠 弁護士 
委  員 龍 由 紀 子 弁護士 

（五十音順） 


